
協定項目２１ 資料 
 

消防団の取扱いについて 

 

 

１．協議項目の要旨・留意点 

① 消防団や消防団員の身分等の取扱いについて協議する。 

② 関係市町村の組織、機構等が異なるが、新市において災害時の出動など統一された

迅速な行動が要求されるため、合併までに統合へ向けた検討が必要である。 

③ 関係市町村の地域性に考慮し、調整する必要がある。 

 ④ 関連資料については、別紙のとおり。 

 

 

２．提案の理由 

    新市において、災害など緊急時に即応できるよう一体性の確保や住民福祉の向上に配

慮した内容で提案する。 

 

 

３．協定（協議）先進事例 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都西東京市（平成 13 年 1 月 21 日 新設合併） 

 
消防団は、合併時に統合する。 

埼玉県さいたま市（平成 13 年 5 月 1 日 新設合併） 

 

消防団については、当面、現行のとおりとする。                 

ただし、団員の任免・報酬・手当及び消防団運営費交付金については、合併時に再編す

る。            

兵庫県篠山市（平成 11 年 4 月 1 日 新設合併） 

 

消防団は、合併時に統合する。分団等の組織は当面現行のとおりとし、新町において

新たに作成する消防計画に基づき調整する。                                     

防災関係の取扱い                                                             

（１）防災会議については、合併時に新たに設置し新町において地域防災計画を作成

する。                                                                       

（２）水防協議会については、新町において新たに設置し水防計画を作成する。     

（３）災害発生時の応急対策については、合併時に調整する。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．参考法令等（条文等抜粋） 

 

【消防組織法（抄）】 

 

（消防の任務） 

第１条 消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保

護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害に因る被害を軽

減することを以って、その任務とする。 

（市町村の消防責務） 

第６条 市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有する。 

（市町村消防の管理） 

第 7 条 市町村の消防は、条例に従い、市町村長がこれを管理する。 

（消防団） 

第 15 条 消防団の設置、名称及び区域は、条例で定める。 

２～３ （略） 

（消防団員） 

第 15 条の２ 消防団には消防団員を置く。 

２ 消防団員の定員は、条例で定める。 

（消防団長） 

第 15 条の３ 消防団の長は、消防団長とする。 

２ 消防団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。 

 

 

 

山口県周南市（平成 15 年 4 月 21 日 新設合併） 

 

（１）消防団員の定員、任期、定年 

新市に移行後、速やかに調整する。 

（２）消防団組織 

新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町 里村 上甑村 下甑村 鹿島村 合計 調整方針案

川内地区消防組合
川内市消防団

樋脇町消防団 入来町消防団 東郷町消防団 祁答院町消防団 里村消防団 上甑村消防団 下甑村消防団 鹿島村消防団

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

14 8 4 6 5 6 7 6 3 59

627 155 137 168 182 91 144 163 50 1,717

団長 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

副団長 3 1 1 1 1 1 1 1 1 11

本部員 3 0 0 0 4 0 0 0 0 7

分団長 14 8 4 6 5 6 7 6 3 59

副分団長 14 8 4 6 5 6 7 6 0 56

部長 30 10 16 0 15 0 7 11 0 89

班長 42 24 32 40 14 0 17 21 5 195

団員 520 103 79 114 137 77 104 117 40 1,291

条例定数 646 162 150 170 190 92 165 187 60 1,822

39 8 4 6 14 0 0 8 1 80

42 8 4 6 14 6 7 9 3 99

消防ポンプ自動車 8 2 2 6 5 1 2 2 1 29

小型動力ポンプ積載車 34 8 2 2 10 5 7 11 3 82

小型動力ポンプ 39 16 4 6 10 5 7 23 5 115

本部車（指令車） 1 1 1 3

マイクロバス 2 2

消防団車両（台）

団員数（実数：人）

【消防団】
　合併時に、新たな制度等を制定
する。

・1市１団を基本に調整する。
・これまでの地域の団長の位置
付けを考慮する。

【組織】
　合併時に、新たな制度等を制定
する。

・各地区の状況に応じて再編す
る。
・指揮命令系統を統一すべき。
・消防団の系統と本所、支所の系
統の整理

分野名

消防団名

本部

分団数

総務部会　　消防防災分科会協定項目

調整方針（案）

【団員　施設】　２１　消防団の取扱い

　　消防団については、合併までに統合し、分団等の組織は各地区の状況に即して調整する。指揮命令系統についても、合併までに調整する。
　　消防団員については、新市の消防団員として引き継ぐ。
　　消防団施設、設備等については、現行のまま新市に引継ぎ、新市において施設整備計画を策定する。

消防団車庫（ヶ所）
施設・機械
　現行のまま新市に引き継ぐ

・更新は新市で随時行う。

施設整備計画
　新市に移行後も当分の間現行
のとおりとし、随時調整する。（合
併後３年以内程度）

・整備制度の統一と整備計画の
策定を行い、年次計画で整備す
る。

消防団詰所（ヶ所）



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町 里村 上甑村 下甑村 鹿島村 合計 調整方針案

平成13年度実績

団長 164,000 161,600 161,000 161,600 161,600 161,600 161,600 161,600 161,600

副団長 99,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

分団長 77,500 94,500 94,500 94,500 94,500 94,500 94,500 94,500 94,500

副分団長 54,200 58,300 58,300 58,300 58,300 58,300 58,300 58,300 -

部長 48,900 50,500 50,500 - 50,500 - 50,500 50,500 -

班長 44,500 40,100 40,100 40,100 40,100 - 39,400 39,400 39,400

団員 41,200 35,900 35,900 35,900 35,900 35,900 35,900 35,900 35,900

団本部員 77,500

平成13年度実績額（合計） 27,837,600 6,669,100 6,309,900 6,822,400 7,570,000 3,379,100 6,147,910 6,856,097 2,009,650 73,601,757

平成13年度実績

ポンプ車等 8,800

小型ポンプ 8,800

自動車運転手 18,000 18,800 27,900 12,900

機関要員（可） 17,200 17,400 7,200

機関要員（自） 29,100 17,400 13,200

整備手当（正技術員） 8,600
（消防ポンプ車、積載車）

　　　　　　　16,800
（機長手当）10,700

整備手当（副技術員） 4,500
（小型動力ポンプ車）

　　　　　　　7,900
（助手手当）5,300

平成13年度実績額（合計） 844,800 180,000 311,800 0 634,200 78,600 325,200 371,200 192,275 2,938,075

平成13年度実績

出動 4,500以内 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
4,500

5時間以上 5,000
4,500

警戒 4,500以内 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
4,500

5時間以上 5,000
4,500

訓練 4,500以内 4,500 4,500 2,600 4,500 4,500 4,500
4,500

5時間以上 5,000
4,300

会議 4,500以内 4,500 4,500 4,400 4,500 4,500

機械整備員整備出動（年） 4,700

自動車運転手（年） 9,000

教育訓練 4,500以内 4,500

平成13年度実績額（合計） 37,976,250 11,259,000 6,921,000 4,409,200 9,342,000 1,984,500 2,821,500 5,635,140 2,184,800 82,533,390

機関員等手当
　　（加算、年額：円）

　　消防団員の報酬、手当等については、合併までに調整する。

報酬（年額：円）

　合併時に、新たな制度等を制定
する。

・県下14市の状況等も調査し、調
整する。

協定項目 　２１　消防団の取扱い 総務部会　　消防防災分科会

調整方針（案）

分野名

【報酬　手当　費用弁償】

費用弁償（1回：円）



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町 里村 上甑村 下甑村 鹿島村

制服（上下） 分団長以上 分団長以上 副分団長以上 分団長以上 副分団長以上 副団長以上 副団長以上 副分団長以上 副団長以上

制帽 分団長以上 分団長以上 副分団長以上 分団長以上 副分団長以上 副団長以上 副団長以上 副分団長以上 副団長以上

活動服 全団員 全団員 全団員 全団員

作業服（夏） 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員

盛夏略衣（半袖） 全団員 分団長以上

作業服（冬） 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員

アポロ帽 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員

略帽 全団員

保安帽（ヘルメット） 全団員 全団員 全団員 全団員 部長以上、操法要員 全団員 全団員 全団員 全団員

革半長靴 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員

ゴム長靴 全団員

雨衣 全団員 全団員 全団員

防寒衣 全団員 全団員 全団員 全団員

法被（冬用） 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員

法被（夏用） 団本部員以上

防火衣 各分団　計367着 各分団　計36着 各分団　計42着 各分団　計30着 各部  計30着 各分団　計14着 各分団　計28着 各分団　計12着 各分団　計　8着

【被服貸与】 総務部会　　消防防災分科会

被服貸与

協定項目 　２１　消防団の取扱い

調整方針（案）

分野名

　　消防団員の被服貸与制度については、合併までに調整する。

調整方針案

合併時に、新たな制度を制定する。

・貸与の基準を統一する。
・合併後、1年以内に揃える。



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 【任免・表彰】 総務部会　　消防防災分科会

調整方針
（案）

分野名 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町

消防団員の任
免

【入退団の時期】
入団 ４月１日及び１０月１日
退団 原則３月３１日

【定員】
団員の定数は、６4６人とする。

【任用】
消防団長は、消防団の推薦に基づき管理者が、その他の団員
は団長が次の各号の資格を有する者のうちから管理者の承認
を得て任命する。
（１） 川内地区消防組合川内市消防団の区域内に居住する者
（２） 年齢１８歳以上の者
（３） 志操堅固で、かつ、身体強健な者

【退職】
本人の申し出による（条例に規定なし）

【欠格事項】
次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
（１） 成年被後見人又は被保佐人
（２） 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又
はその執行を受けることがなくなるまでの者
（３） 免職処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者
（４） ６ヶ月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを
常とする者

【任用】
　消防団長は消防団の推薦に基づき町長が、これを任命する。
　消防副団長は,消防団の推薦に基づき、団長が任命する。
　その他の団員は、団長が次の各号の資格を有する者から町長
の承認を得て任命する。
　①　当該消防団の区域内に居住する者
　②　年齢18歳以上
　③　志操堅固で、かつ、身体強健な者
【退職】
　町条例では規定していない
【資格の喪失】
　団員が次の各号の一に該当する場合においては,その資格を
失う。
　①　本町の区域内に居住しなくなった場合
　②　所在不明となった場合
　③　禁固以上の刑に処せられた場合
　④　身体に重大な故障を生じた場合
【懲戒】
　任命権者は、団員が次の一に該当するときは、懲戒処分とし
て、戒告，停職，又は免職することができる。
　①　消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき
　②　職務上の義務に違反し，又は職務を怠ったとき
　③　団員としてふさわしくない非行があったとき
　停職は，1月以内の期間を定めて行う。

(任命)
第3条　消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推せんに基
づき町長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有す
る者のうちから町長の承認を得て任命する。
(1)　当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2)　年齢18歳以上の者
(3)　志操堅固で、かつ、身体強健な者
(分限)
第5条　任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合にお
いては、これを降任し又は免職することができる。
(1)　勤務実績が良くない場合
(2)　心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれにた
えない場合
(3)　前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を
欠く場合
(4)　定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2　団員は次の各号の一に該当するに至つたときは、その身分
を失う。
(1)　前条第3号を除く各号の一に該当するに至つたとき。
(2)　入来町消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。
(懲戒)
第6条　任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは懲
戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1)　消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2)　職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
(3)　団員としてふさわしくない非行があつたとき。
2　停職は、1月以内の期間を定めて行う。
（入退団の時期）
原則入団は4月1日、退団は3月31日であるが、中途の入退団も
ある。

【入退団の時期】
入団　毎年４月１日
退団　毎年３月３１日

【定員】
団員の定数は１７０人とする。

【任用】
消防団長は町長が，その他の団員は団長が次の各号の
資格を有する者のうちから町長の承認を得て委嘱又は任命す
る。
 (1) 東郷町に居住する年齢18歳以上の者。
 (2) 団長の場合は町長，団員の場合は団長の求めに応じ志操
堅固，身体強健であって団員たるに足るものとして分団長より推
せんされたものであること。

【入団の時期】
入団　原則４月１日
退団　原則３月３１日

【定員】
団員の定数は，１９０人とする。

【任用】
消防団長は町長が、その他の団員は団長が次の各号の資格を
有する者のうちから町長の承認を得てこれを任免する。
（１）本町に居住する年齢満２０歳以上の者であること。
（２）団長の場合は、志操堅固、身体強健であって、団長たるに
足るものとして消防団より推薦された者であること。

【退職】
団員は，退職しようとする場合はあらかじめ文書をもって任命権
者に願い出てその許可を受けなければならない。

【欠格事項】
条例に規定なし。

表彰

【分団表彰】
平素における活動状況及び運営状況による
最優良分団
優良分団

【団員表彰】
功労があると認められるもの

【感謝状】
消防団以外の個人又は団体が対象となる
① 水火災の予防又は鎮圧
② 消防設備強化拡充についての協力
③ 水火災現場における人命救助
④ 水火災その他の災害時における警戒防ぎょ
⑤ 救助に関し消防団への協力
⑥ 防火貯水槽用地提供者
⑦ ２０年勤続の団員の妻

【日本消防協会定例表彰】
【鹿児島県消防協会定例表彰】
【鹿児島県消防協会薩摩支部定例表彰】
【鹿児島県知事表彰】

【表彰】
・町長表彰
・樋脇町より勤続１０年以上の団員へ

【感謝状】
・樋脇町より５年以上勤続の退職団員へ
・樋脇町より２５年以上の勤続現職団員の家族へ

※その他の定例表彰等は川内市と同じ

(表彰)
第16条　町長は、分団又は、消防団員がその任務遂行に当た
り、功労が特に抜群である場合は、これを表彰することができ
る。
(表彰の種類)
第17条　表彰は、表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。
2　表彰状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分
団に対してこれを授与し、賞状は、消防団員として功労があると
認められる者に対し、これを授与するものとする。
(感謝状の贈呈)
第18条　町長は、消防団員以外の個人又は団体で、次の各号
の一に該当する事項につき、その功績顕著な者に対し感謝状
及び記念品を贈呈することができる。
(1)　水火災の予防又は鎮圧
(2)　消防設備強化拡充についての協力
(3)　水火災現場における人命救助
(4)　水火災その他の災害時における警戒防ぎょ
(5)　救助に関し消防団への協力
(提出書類)
第19条　消防団員から団長に提出する書類は、所属分団長を
経由しなければならない。

定例表彰
○消防協会薩摩支部関係･･･薩摩支部への具申（８月）
○県知事表彰･･･消防協会へ具申（８月）
○消防庁関係･･･県消防防災課へ具申（その都度）
○町長表彰
　町長１０年表彰
　退団者感謝状･･･記念品

【町長表彰】
町長１０年表彰・・・記念バッチ，１，０００円程度
協力隊２０年表彰・・・記念品
退団者感謝状・・・記念品

定例表彰については，川内市と同じ。

　２１　消防団の取扱い

　　消防団員の任免、表彰については、合併までに調整する。



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 【任免・表彰】 総務部会　　消防防災分科会

調整方針
（案）

分野名 里村 上甑村 下甑村 鹿島村 調整方針案

消防団員の任
免

【入退団の時期】
入団－規定なし
退団－規定なし

【定員】
団員の定数は、９２人とする。

【任用】
消防団長は消防団の推薦に基づき村長が、その他の団員は団
長が次の各号の
資格を有する者から町長の承認を得て任命する。
（1）当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
（2）年齢20歳以上
（3）志操堅固で、かつ、身体強健な者

【入退団の時期】
　入団　定めなし（随時）
　退団　定めなし（随時）

【定員】
　団員の定数は、１６５人

【任用】
　消防団長は消防団の推薦に基づき村長が、その他の団員は
団　長が次の各号の資格を有する者から村長の承認を得て任
命す　る。
　（1）当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
　（2）年齢18歳以上
　（3）志操堅固で、かつ、身体強健な者

【退職】
　　本人の申出による（条例に規定なし）

【欠格条項】
　　次の各号の一に該当する者は、団員となる事ができない。
　（1）成年被後見人又は被保佐人
　（2）禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又
はその執行を受けることがなくなるまでの者
　（3）第６条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から
２年を経過しない者
　（4）６月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常
とする者

【任用】
消防団長は消防団の推薦に基づき村長が、その他の団員は団
長が次の各号の資格を有する者から村長の承認を得て任命す
る。
（1）当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
（2）年齢18歳以上満60歳までの者
（3）志操堅固で、かつ、身体強健な者

【退職】
村条例では規定していない

【分権】
任命権者は、団員が次の各号の1に該当する者は、降任し、又
は免職できる。
（1）勤務実績が良くない者
（2）心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに
たえない場合
（3）前2号に規定する場合のほか、消防団に必要な適格性を欠
く場合
（4）定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
団員は、次の各号の1に該当するに至ったときは、その身分を失
う
（1）前条第2号を除く各号の1に該当するに至ったとき
（2）当該消防団の区域外に転住し又は転勤したとき

【懲戒】
任命権者は、団員が次の各号の1に該当するときは、懲戒処分
として、戒告、停職又は免職することができる
（1）消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき
（2）職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
（3）団員としてふさわしくない非行があったとき
停職は、1月以内の期間を定めて行う

[任用]
消防団長は消防団の推薦に基づき村長が、その他の団員は団
長
が次の各号の資格を有する者から村長の承認を得て任命する。
（１）当該消防団の区域に居住する者
（２）年齢１８歳以上
（３）志操堅固で、かつ、身体強健な者
[退職]
村条例で規程していない
[分権]
任命権者は、団員が次の各号の１に該当する者は、団員となる
ことができない。
（１）勤務実績が良くない者
（２）心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれ
にたえない場合
（３）前２号に規程する場合のほか、消防団に必要な適格性を
欠く場合
（４）定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
団員は、次の各号の１に該当するに至ったときは、その身分を
失う
（１）前条第３号を除く各号の１に該当するに至ったとき
（２）当該消防団の区域外に転住したとき
[懲戒]
任命権者は、団員が次の各号の１に該当するときは、懲戒処分
として、警告、停職又は免職することができる
（１）消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき
（３）団員としてふさわしくない非行があったとき
停職は、１月以内の期間を定めて行う

　合併時に、新たな制度等を制定する。

・制度の統一が必要

表彰

【村長表彰】
消防団の業務の推進に貢献し、その功績が顕著な者

【表彰の基準】
次の各事項の一に該当した功労者に対して授与する。
１　任務の遂行に功労抜群であるもの
２　紀律厳正、技能就達特に勤務成績優良で他の模範となるも
の
３　機械器具、その他消防設備資材の改善向上を図り消防業務
に功績をあげたもの
４　消防団員として満20年以上勤務したもの
この他消防団員として満10年を基準とし、勤務成績優良な者に
精勤章を授与することができる

【定例表彰】
川内市と同じ

【感謝状】
消防団以外の個人又は団体が対象となる
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防設備強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防御
(5) 救助に関する消防団への協力

【日本消防協会定例表彰】
【鹿児島県消防協会定例表彰】
【鹿児島県消防協会薩摩支部定例表彰】
【鹿児島県知事表彰】

【村長表彰】
消防功労章
消防功績章

【団長表彰】
入団10年目団員

【県、支部協会表彰】
協会規程による

[村長表彰]
消防及び防災業務の推進に貢献し、その功績が特に顕著な者

[鹿児島県消防協会定例表彰]
　　　　　精績章、功績章、勤続章
[日本消防協会定例表彰]
          精績章、功績章、勤続章
[鹿児島県薩摩支部定例表彰]
[鹿児島県知事表彰]

　合併時に、新たな制度を制定する。

・各市町村で差異のある表彰制度を統一する。

　２１　消防団の取扱い



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 【諸行事】 総務部会　　消防防災分科会

調整方針
（案）

分野名 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町

諸行事

　４月  新入団員辞令交付式
　６月　消防団員健康診断
　　　　団幹部行政視察（分団長以上）
　　　　団本部会議
　７月　分団長会議
　８月　消防操法大会（隔年）
　　　　消防団集団献血
　　　　花火大会警備
　　　　車両点検
　９月　分団特別点検（２日間）
　　　　川内大綱引綱練り
１０月　市民運動会（がんばれ消防団障害物走）
　　　　１市３町消防幹部会議
１１月　川内はんや祭り
　　　　団本部会議
１２月　分団長会議・規律訓練
　　　　団幹部忘年会（班長以上）
　２月　団本部会議
　　　　団本部行政視察
　　　　分団長会議
※ 1 毎月（１日・１５日）車両点検・水利点検
　　2 毎月 団本部連絡会議を開催
　　3 不定期 消防団主催のゴルフ、ボーリング大会を開
催

【樋脇町消防団諸行事】
　４月　第１回幹部会議（部長以上）
　　　　消防団幹部県外研修（分団長以上）２年に１回実
施
　７月　第２回幹部会議（分団長以上）
　　　　町消防操法大会
　10月　第３回幹部会議
　11月　秋季消防演習
　12月　第４回幹部会議
　　　　年末火災予防特別警戒
　１月　出初式
　２月　第５回幹部会議
　３月　春季消防演習
【薩摩支部消防団諸行事】
　５月　県消防協会薩摩支部総会
　７月　県消防協会薩摩支部役員会
　８月　薩摩支部操法大会（２年に１回）
　11月　県消防協会薩摩支部臨時総会

入来町消防団諸行事
4月　　消防団幹部研修
5月　　消防幹部会議
7月　　消防幹部会議
8月　　消防フェスティバル
10月　消防幹部会議
11月　予防査察
12月　消防幹部会議
1月　　消防出初式
2月　　消防幹部会議

支部会議
5月　支部総会
7月　役員会及び主任合同会議
9月　管内消防団幹部会議
11月　支部臨時総会

東郷町消防団諸行事
　4月　消防団幹部会
　5月　新入団規律訓練
　6月　消防団幹部会
　9月　消防団幹部会
11月　秋季防火パレード
11月　消防団幹部会
12月　消防団幹部会
12月　年末特別巡視
　1月　消防出初式
　2月　消防団幹部会
　3月　春季防火パレード
　3月　消防団幹部会

薩摩支部消防団諸行事
　5月　薩摩支部総会
11月　薩摩支部臨時総会

祁答院町消防団諸行事
　４月　春季総会
　５月　幼年消防・婦人防火クラブ発令式
　６月　町防災会議及び部長以上幹部会
　７月　分団長以上幹部会
　８月　消防記念日
　　　　 消防操法大会（隔年）
　　　　 分団長（部長）以上幹部研修（隔年）
　９月　分団長以上幹部会
 10月　秋季総会
 11月　秋の全国火災予防運動
　　　　 紫尾森林消防隊訓練式
　　　　 予防査察・ポンプ一斉点検
１２月　部長以上幹部会
　　　　 年末特別警戒
　１月　出初式予行・出初式
　２月　山火事防火パレード
　３月　分団長以上幹部会
　　　　 春の火災予防運動
【薩摩支部消防団諸行事】
　５月　支部総会
　７月　支部役員会及び主任合同会議
１１月　支部臨時総会
【祁答院地区消防連絡協議会諸行事】
　４月　総会
　５月　新入団員等研修
　９月　連絡協議会研修視察
１０月　紫尾森林消防隊訓練式
１２月　出初式打ち合わせ
　２月　山火事予防宣伝パレード打ち合わせ

（諸行事への協力）
７月　夏まつり納涼大会
９月　各小学校運動会
１０月　町民体育大会
１１月　町内一周駅伝大会
１２月　薩摩地区駅伝競走大会（隔年）
１月　梅マラソン大会

（諸行事への協力）
　７月　のぞみ園夏祭り警備
　８月　花火大会警備
１１月　町内一周駅伝大会

　２１　消防団の取扱い

　　消防団の諸行事については、地域の実情を考慮し、合併までに調整する。



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 【諸行事】 総務部会　　消防防災分科会

調整方針
（案）

分野名 里村 上甑村 下甑村 鹿島村 調整方針案

諸行事

里村消防団諸行事
　6月　分団長以上役員会
　9月　分団長以上役員会
　　　秋の防火パレード（村内一周）
12月　年末警戒と独居老人宅訪問
　1月　出初め式）
　2月　分団長以上役員会
　3月　春の防火パレード（村内一周）

１２月２６日から３１日まで全消防団で年末特別警戒に当
たる。
　８月１３日の花火大会では役場分団が特別警戒にあた
る。

出初式
１月５日午後１時から全消防団員による出初式を里中学
校グランドで行う。又、午後３時から中央公民館において
表彰式等式典を行う。

上甑村消防団諸行事
　５月　防犯組合会議（分団長以上）
１０月　村民体育大会（消防団力を合わせて）
１１月　秋季防火パレード
１２月　分団長以上会議
　　　　年末特別警戒（12月28日から30日まで）
　　　　ポンプ操法訓練
　１月　出初式
　　　　（毎年1月6日）
　　　　（場所：上甑村総合運動公園）

下甑村消防団諸行事
 5月　分団長会(団長、副団長含む)
 5月　分団長以上先進地研修(2年に1回）
 8月　ふれあい防火ゲートボール大会
 9月　幹部団員訓練(班長以上）
10月　分団長会
11月　消火訓練・ソフトボール大会
11月　秋の防火パレード(村内）
12月　分団長会
12月　年末特別警戒
 1月　出初め式
 3月　春の防火パレード（村内）

鹿島村消防団諸行事
　４月　班長以上役員会
　８月　班長以上役員会
１０月　班長以上役員会
１１月　秋の防火パレード
　　　　　班長以上役員会
１２月　年末警戒班長以上役員会
　１月　出初式
　２月　班長以上役員会
　３月　春の防火パレード

特別警戒
港祭りの警戒（花火大会）
お盆警戒（線香の後始末）

消防団出初式
　場所　鹿島小学校グランド　（雨天　体育館）
　日時　平成１５年１月６日（月）１３時３０分～
　出席案内　４０名

消防団慰労会
　場所　鹿島村公民館
　日時　平成１５年１月６日（月）１６時３０分～
　出席案内　１００名　表彰　９名

演習・訓練
鹿島村消防団防災訓練（鹿島村役場と消防団が合同で
訓練を実施）
村内に火点を想定して、消火訓練

　合併時に、新たな制度等を制定する。

・地域の実情を考慮し、残すべきものは残す。
・他のものは統一する。

　２１　消防団の取扱い



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 【消防団無線】 総務部会　　消防防災分科会

調整方針
（案）

分野名 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町

消防団無線

【消防団無線】
呼出名称　せんしょうだん　ほんぶ
　　　　　　　　　　　　　　　　　しやくしょ１
　　　　　　　　　　　　　　　　　しれいしゃ１
　　　　　　　　　　　　　　　　　ほんぶしゃ１
　　　　　　　　　　　　　　　　　１～１４６

電波の型式　Ｆ３Ｃ　153.35MHz
富士通ゼネラル製

基地局（１０Ｗ）
　川内地区消防組合消防本部　庁舎内　１局
陸上移動局
　可搬固定局兼用（１０Ｗ）　市役所、団長　２局
　車載携帯兼用（１０Ｗ）　　団本部車　　  　１局
車載（１０Ｗ）　４４局
　消防本部指令車　　　１局
　マイクロバス　　　　　　１局
　第１分団（向田部、宮里部）　                  ２局
　第２分団（平佐西部、天辰班、田崎部） 　   ３局
　第３分団（大小路部、東大小路部、中郷部）３局
　第４分団（上川内部）　　　　　　　　　　　　　　１局
　第５分団（亀山１班～４班）　　　　　　　　　   ４局
　第６分団（隈之城部、中福良班、宮崎部)　  ３局
　第７分団（中央班、飯母班、２部１班、２班）
                                       　　　　　　 　　 ４局
　第８分団（水引部、湯島部、港班、小倉班、
　　　　　　　網津班）　　　　　　　　　　           　５局
  第９分団（百次部、永利部）　　　         　　　２局
  第１０分団（高江部、久見崎部、寄田班、
　　　　　　        池之団班、土川班）　　　     　５局
  第１１分団（白浜班、中央班、上田海班）    　３局

消防団無線については、町の移動系無線を使ってい
る。

団長、副団長、各分団長（８名）にハンディタイプ10台、
消防自動車に車載型１０台

消防団無線については、町の防災行政無線を使ってい
る。

団長、副団長、各分団長（4名）、副分団長（4名）にハン
ディタイプ10台、消防自動車に車載型8台

防災行政無線を利用 防災行政無線を利用している
○各分団消防自動車に登載
　　　　　　　　　　　呼び出し名称
黒木分団　１部　けどういん防災１０
黒木分団　２部　けどういん防災１１
黒木分団　３部　けどういん防災１２
上手分団　１部　けどういん防災１３
上手分団　２部　けどういん防災１４
上手分団　３部　けどういん防災１５
下手分団　１部　けどういん防災１６
下手分団　２部　けどういん防災１７
轟分団　　１部　けどういん防災１８
轟分団　　２部　けどういん防災１９
藺牟田分団１部　けどういん防災２０
藺牟田分団２部　けどういん防災２１
藺牟田分団３部　けどういん防災２２
藺牟田分団４部　けどういん防災２３
役場協力隊　　　けどういん防災２４
　　　　　　　　　　　　計15基

○消防正副団長,分団長所持（携帯無線）
黒木分団　　　　けどういん防災３２
上手分団　　　　けどういん防災４４
下手分団　　　　けどういん防災３９
轟分団　　　　　 けどういん防災４５
藺牟田分団　　　けどういん防災４０
団長　　　　　　　けどういん防災３６
副団長　　　　　けどういん防災４９
　　　　　　　　　　　　　計7基

  第１２分団（高城部、陽成部）　　　　         　２局
  第１３分団（上城上部、下城上部）　　　     　２局
  第１４分団（西方部、上湯田班、下湯田班）  ３局

 携帯（５Ｗ）　３９局
  団長　　　　　　　　　　　　　　　　　　１局
  団本部員　　　　　　　　　　　　　　　６局
  分団長（１～１４）　　　　　　　　　　１４局
  通信指令室　　　　　　　　　　　　　１８局
   合　計　　　　　　　　　　　　　　　　８７局

　２１　消防団の取扱い

　　消防団無線については、現有施設を利用した連絡体制とし、合併後３年以内を目処に調整する。



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 【消防団無線】 総務部会　　消防防災分科会

調整方針
（案）

分野名 里村 上甑村 下甑村 鹿島村 調整方針案

消防団無線

防災行政無線(移動系)を利用 【移動系携帯型無線設置】
防災行政無線を利用

各地区消防分団車庫(移動局)：７箇所

【携帯型無線設置】
防災行政無線

各地区消防団詰所(移動局)：11箇所
無線機器貸与責任者：各分団長

携帯型無線設置
　消防団長　消防団副団長

防災行政無線
　消防団詰め所

　新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随
時調整する。（合併後３年以内程度）

・指揮命令系統の統一を図る。
・組織、所轄範囲の調整が必要である。
・システム等の研究を行う必要がある。

　２１　消防団の取扱い



川薩地区法定合併協議会　　　総務部会　消防防災分科会

種　別
川内市

川内地区消防組合
樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町 里村 上甑村 下甑村 鹿島村

1 川内市消防団 樋脇町消防団 入来町消防団 東郷町消防団 祁答院町消防団 里村消防団 上甑村消防団 下甑村消防団 鹿島村消防団

2
川内市消防団火消
会

3
樋脇町役場消防協
力隊

東郷町役場消防協
力隊

祁答院町役場職員
消防協力隊

下甑村役場自衛消
防隊

鹿島村役場自衛消
防団

4 防火クラブ委員会

5
川内市消防団消防
後援会連合会

東郷町消防後援会
連絡協議会

消 防

公共的団体等（関係市町村内の団体等）比較表（１）



川薩地区法定合併協議会　　　総務部会　消防防災分科会

種　　別
川内市

川内地区消防組合
樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町 里村 上甑村 下甑村 鹿島村

1 川内地区防火管理協会 川内地区防火管理協会 川内地区防火管理協会 川内地区防火管理協会 祁答院地区防火管理協会 川内地区防火管理協会 川内地区防火管理協会 川内地区防火管理協会 川内地区防火管理協会

2 川内地区危険物安全協会 川内地区危険物安全協会 川内地区危険物安全協会 川内地区危険物安全協会
祁答院地区危険物安全協
会

川内地区危険物安全協会 川内地区危険物安全協会 川内地区危険物安全協会 川内地区危険物安全協会

3 全国消防長会

4 全国消防協会

5 鹿児島県消防長会

6 鹿児島県消防署長会

7 （財）鹿児島県消防協会 （財）鹿児島県消防協会 （財）鹿児島県消防協会 （財）鹿児島県消防協会 （財）鹿児島県消防協会 （財）鹿児島県消防協会 （財）鹿児島県消防協会 （財）鹿児島県消防協会 （財）鹿児島県消防協会

8
鹿児島県消防協会薩摩支
部

鹿児島県消防協会薩摩支
部

鹿児島県消防協会薩摩支
部

鹿児島県消防協会薩摩支
部

鹿児島県消防協会薩摩支
部

鹿児島県消防協会薩摩支
部

鹿児島県消防協会薩摩支
部

鹿児島県消防協会薩摩支
部

鹿児島県消防協会薩摩支
部

9 北薩地区消防長連絡協議会

10 祁答院地区消防連絡協議会

11 紫尾森林消防隊

12
原子力発電所等所在市町
村消防情報連絡会

公共的団体等（関係市町村外の団体等）比較表（２）

消　　防



　　　　補　助　金　等　比　較　表

川薩地区法定合併協議会

　　５　新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。

　　６　廃止の方向で調整に努める。

　　３　合併時に、新たに制度等を制定する。

項
川内市

（川内地区消防組合）
樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町 里村 上甑村 下甑村 鹿島村 調整方針

1
樋脇町消防協力隊補助
金

東郷町役場消防協力隊
運営交付金

祁答院町役場職員消防
協力隊補助金

4

2
川内地区消防組合
消防団員福祉共済掛金
負担金

樋脇町消防団員福祉共
済補助金

入来町消防団員福祉共
済補助金

東郷町消防団福祉共済
補助金

祁答院町消防団福祉共
済補助金

里村消防団福祉共済補
助金

上甑村消防団福祉共済
補助金

下甑村消防団福祉共済
補助金

鹿島村消防団福祉共済
補助金

2
川内市

（川内地区消防組合）

3
川内地区消防組合
火消会運営補助金

樋脇町消防団本部補助
金

東郷町町消防団運営交
付金

3

4
東郷町町消防後援会連
絡協議会負担金

6

5
川内地区消防組合
消防団車庫詰所運営補
助金

5

6
樋脇町消防分団活性化
補助金

入来町消防分団運営補
助

3

7
川内地区消防組合
防火クラブ委員会補助金

2
川内市

（川内地区消防組合）

8
入来町副田女性防火クラ
ブ

下甑村婦人防火クラブ 6

消　　防

協　　定　　項　　目 　　１６　　補助金、交付金等の取扱い

調　整　方　針　の　分　類

　　１　現行のまま新市に引き継ぐ。

　　２　合併時に、　（　　　　　）の例により調整す

　　４　新市に移行後、速やかに調整する。



新市消防団組織図（案）

本部員

第１・２分団

第６・９分団

第７分団

第１０分団（高江部）

第３・４・５分団

第１１分団

第１２分団

第１３分団

中央１・中央２分団

鳥丸・藤川分団

南瀬・山田分団

本部員

第８分団

第１４分団

第１０分団（久見崎・寄田）

本部員

岩下・倉野分団

塔之原・河内分団

市比野・上手分団

藤本・野下分団

副田分団

清色分団

大馬越分団

朝陽分団

黒木分団

上手分団

下手・轟分団

本部員

１・２・３分団（鹿島）

長浜・青瀬・内川内・瀬々野浦分団

藺牟田分団

本部員

役場・薗上・中・下・村西・東分団

中津・江石・平良・中野分団

手打・片野浦分団
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